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はじめに 

 
現在、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）、働き方改⾰などで、市⺠の暮らしが

変わり、本庁舎に求められるサービスも⼤きく変わろうとしています。市⺠サービスへのニ
ーズや市⺠サービスの概念そのものが⼤きく変わろうとする今、従来の発想にとらわれるこ
となく、将来のあるべき市⺠サービスの姿、それを実現するための本庁舎のあり方を考える
ことが極めて重要です。このため、本庁舎の建替えにあたっては、2021（令和３）年度より
学識経験者で構成する有識者懇談会から意見を伺いながら検討を進めてきました。また、市
⺠においてはアンケートなどで意見を伺ったところ、場所や時間の制約にとらわれずにサー
ビスを利用したい、身近な場所でサービスを受けたいというニーズが高まりをみせている一
方で、オンラインサービスの利用に不慣れな方は不安を感じています。このようなニーズや
不安に対応する、誰もが確実に市⺠サービスへアクセスできる仕組みと、その拠り所となる
本庁舎が求められています。 

現在の本庁舎は、老朽化、狭隘化、耐震性の不足などの課題を抱えており、2029（令和 11）
年度までに建替えることを目指しています。基本構想の検討にあたって意識したことは、こ
の建替えは老朽化等の課題解決のために必要なものですが、それ以上に、多摩市の市⺠サー
ビスのあり方、職員の働き方や業務の進め方を⼤きく変える、⼤きなチャンスであり、多摩
市にとってチャレンジであるということです。将来を見据えて市⺠サービスのあり方から見
つめ直し、はじめに将来の市⺠サービスのあり方から議論を進め、本庁舎に必要な機能など
の検討を行ってきました。 

このたび、将来の市⺠サービスの姿や位置などの基本的な考え方を基本構想（素案）とし
てまとめましたので、是非、市⺠皆様のご意見をお聴かせ下さい。 
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１ 本庁舎建替えの背景と経過 

１.１ 多摩市役所本庁舎の概要 

○位置 

多摩市役所本庁舎（以下、本庁舎とする）は市のほぼ中心に立地しており、京王線聖蹟桜ヶ丘駅、
京王・小田急永山駅、多摩センター駅からそれぞれバスで５分から 10 分程度の距離となっています。
1986（昭和 61）年に聖蹟桜ヶ丘駅出張所、1990（平成２）年に多摩センター駅出張所を開設しまし
た。 
 

本庁舎の位置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

本庁舎 

聖蹟桜ケ丘駅
出張所 

聖蹟桜ヶ丘駅出張所 

多摩センター駅出張所 

多摩センター駅
出張所 

多摩市役所本庁舎 
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○建物等の概要 

本庁舎は７棟の庁舎から構成され、総敷地面積は 19,883.02 ㎡（東側広場等を含む）、総延床面積
は 13,156.96 ㎡となっています。Ａ棟が鉄筋鉄骨コンクリート造、Ｂ棟が鉄筋コンクリート造、東庁
舎が鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造で、それ以外の建物は軽量鉄骨造となっています。建築年数が
一番経過している建物は 1969（昭和 44）年 8 月に建築された本庁舎Ｂ棟で、2022（令和 4）年 4 月
1 日現在、築 52 年が経過しています。 

また、本庁舎では、2022（令和 4）年 4 月 1 日現在、800 人の職員が勤務しています。駐車場の台
数は 168 台で、内訳は市⺠用 102 台、公用車用 66 台となっています。 

 
本庁舎建物等の概要（2022（令和 4）年 4 月 1 日現在） 

建物 
建築年月 

（経過年数） 
建物規模等 敷地面積 延床面積 

本庁舎Ａ棟 
1984（昭和 59）年 3 月 

（38 年） 

鉄筋鉄骨コンクリート造 

地上４階 地下１階 

7,975.80 ㎡ 8,876.62 ㎡ 

本庁舎Ｂ棟 
1969（昭和 44）年 8 月 

（52 年） 

鉄筋コンクリート造 

地上４階 

第二庁舎 
2008（平成 20）年 3 月 

（14 年） 
軽量鉄骨造 地上２階 1,431.67 ㎡ 1,251.42 ㎡ 

第三庁舎 
1981（昭和 56）年 11 月 

（40 年） 
軽量鉄骨造 地上２階 507.77 ㎡ 331.20 ㎡ 

東庁舎 
1994（平成 6）年 3 月 

（28 年） 

鉄骨造 一部鉄筋コンクリート造

地上 2 階 地下１階 
961.34 ㎡ 1,495.31 ㎡ 

東会議室棟 
1989（平成元）年 3 月 

（33 年） 
軽量鉄骨造 地上２階 723.03 ㎡ 629.35 ㎡ 

西会議室棟 
1986（昭和 61）年 2 月 

（36 年） 
軽量鉄骨造 地上２階 1,485.47 ㎡ 573.06 ㎡ 

建  物  計 13,085.08 ㎡ 13,156.96 ㎡ 

職 員 数 800 人  会計年度任用職員（フルタイム勤務）を含む 

駐車場台数 168 台  市民用 102 台、公用車用 66 台 

※本庁舎の敷地（13,085.08 ㎡）のほか東側広場等の敷地（6,797.94 ㎡）あり。 
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○配置の状況 

本庁舎の敷地は、やや起伏のある地形となっており、東側に駐車場や広場等があります。敷地の⼤
半は、第二種住居地域にあり、東南の第二庁舎、東庁舎の敷地は第二種中高層住居専用地域にありま
す。土地は、順次買い増しなどを行って現在の状況になっています。 

本庁舎建物の配置（2022（令和 4）年 4 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本庁舎のフロア構成は次のとおりです。市⺠の利用頻度の高い窓⼝は主に本庁舎の１階と２階に
設置されています。 

本庁舎のフロア構成（2022（令和 4）年 4 月 1 日現在） 

建物 階 配置施設・課 

本庁舎 

A 棟・B 棟 

地下１階 庁舎管理員室（夜間・休日受付） 駐車場 

１階 

案内 市民課 保険年金課 会計課 指定金融機関 

市民相談室（秘書広報課） 高齢支援課 介護保険課 障害福祉課 健幸まち

づくり推進室 売店 

２階 
防災安全課 防災対策室 課税課 納税課 経済観光課 子育て支援課 児童

青少年課 生活福祉課 1 授乳・おむつ替えコーナー 

３階 
市長室 副市長室 企画課 行政管理課 秘書広報課 財政課 情報政策課 

特別会議室 総務契約課 人事課 文書法制課 301・302 会議室 

４階 

議会事務局 議場 議員控室 第一・第二委員会室 議会図書館 オンブズマ

ン事務局 施設保全課 文化・生涯学習推進課 コミュニティ・生活課 スポ

ーツ振興課 福祉総務課 401 会議室 

東庁舎 
１階 環境政策課 公園緑地課 会議室 

２階 都市計画課 道路交通課 

東会議室棟 
１階 監査委員事務局 選挙管理委員会事務局 

２階 企画課（統計） 会議室 

第二庁舎 
１階 行政資料室 下水道課 会議室 

２階 教育長室 教育振興課 学校支援課 教育指導課 
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１.２ 本庁舎建替えのこれまでの検討経過 

1995（平成７）年の耐震診断において、本庁舎 B 棟の耐震安全性に疑問があるとの結果が出たの
を受け※、これまでに市⺠や学識経験者の意見を得ながら、本庁舎建替えの検討を行ってきました。
2016（平成 28）年 11 月には「多摩市役所庁舎のあり方検討委員会」から現在の本庁舎の課題、建
替えに当たっての基本的な考え方などについて報告がありました。また、同年同月に本市の計画で
ある「多摩市公共施設の見直し方針と行動プログラム」を改定し、2029（令和 11）年度までに本庁
舎を建て替えることとしました。 

2021（令和３）年 11 月には庁内に「多摩市役所本庁舎建替基本構想策定委員会」を、2022（令和
４）年１月には学識経験者で構成する「多摩市役所本庁舎建替基本構想策定有識者懇談会」を設置
し、「多摩市役所本庁舎建替基本構想」の策定に向けた検討を本格化しました。＜以降の経過につい
ては今後追記予定。＞ 
 
※2008（平成 20）年に耐震補強工事を実施済みだが、Is 値 0.9 以上（災害応急対策活動に必要な建築物のうち、特に重
要な建築物が満たすべき基準）は満たしていない。 
 
 

主な検討経過  
1995（平成 7）

年度 
 本庁舎Ｂ棟耐震診断 

2016（平成 28）

年度 

 多摩市役所庁舎のあり方検討委員会 報告 

 多摩市公共施設の見直し方針と行動プログラム 更新 

2021（令和 3）

年度 

 多摩市役所本庁舎建替基本構想策定方針 決定 

 多摩市役所本庁舎建替基本構想策定委員会  設置 

 多摩市役所本庁舎建替基本構想策定有識者懇談会 設置 

 多摩市役所本庁舎建替についての市民アンケート 実施 

2022（令和 4）

年度 

 多摩市本庁舎建替についての市民フォーラム 開催 

 多摩市役所本庁舎建替基本構想のパブリックコメント 実施（予定） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

有識者懇談会 写真 

第１回市民フォーラム 
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１.３ 基本構想の位置付け 

 

「多摩市役所本庁舎建替基本構想」とは、現在の本庁舎の状況や建替えの必要性を明らかにし、新
しい本庁舎の基本理念や基本方針など、本庁舎建替えの拠り所となる基本的な考え方を示すもので
す。 

基本構想策定後は、2030（令和 12）年度の供用開始を目標に、下記の段階を経て検討を進めてい
きます。 

 
 

基本構想 
本庁舎建替えの必要性を明らかにし、新しい本庁舎の基

本理念や基本方針など建替えの基本的な考え方を示す 

  

基本計画 
基本構想に基づき、新しい本庁舎の具体的な機能、施設

計画、事業手法等の建設諸条件を明らかにする 

  

基本設計 
基本計画を踏まえ、新しい本庁舎建物の配置や構造、基

本的なレイアウトなどを作成する 

  

実施設計 
基本設計に基づいて、詳細な設計を行い、工事に必要と

なる設計図書を作成する 

  

工事 設計図書に基づいて、新しい本庁舎を建設する 

  

供用開始  
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２ 本庁舎の課題と建替えの必要性 

２.１ 本庁舎の課題 

＜本庁舎建物としての課題＞ 

〇課題１ 耐震性と防災拠点機能の不足 

本庁舎のＡ棟及びＢ棟は、国土交通省が定める「災害応急対策活動に必要な建築物で特に重要な
建物」として必要な Is 値（構造耐震指標）0.9 以上を満たしていません（Is 値はＡ棟が 0.75、Ｂ棟
が 0.6）。また、国土交通省が定める「業務継続のための官庁施設の機能確保に関する指針」の「基
幹設備機能の現状把握」の電力において「連続 72 時間以上運転可能な燃料」を備蓄できる設備があ
りません。 

本庁舎のＡ棟及びＢ棟は、耐震改修済みのため、⼤規模地震が発生しても倒壊は想定されません
が、執務への影響は出る可能性がある状態です。発災時には本庁舎は災害対策の重要な拠点となる
ことから、近い将来の発生が懸念される⼤規模地震に備え、早急な対策が必要となっています。 

 
〇課題２ 施設・設備の老朽化 

2029（令和 11）年度には本庁舎 B 棟が築 60 年となり、鉄筋コンクリー
ト造建築物の一般的な耐用年数を超えることとなるなど、施設・設備の老朽
化が進んでいます。本庁舎 A 棟及び B 棟では、電気設備、給排水衛生設備、
空調設備等の改修は実施済みであるものの、今後はその他の設備の更新費用
の発生が見込まれます。また、それ以外の庁舎建物も今後順次、⼤規模改修
期を迎えることとなりますが、設備の故障等への対応など維持管理費の増⼤が懸念されます。 

施設・設備の老朽化が進む中で、本庁舎としての機能を経済性にも留意しながら維持していくた
めの対応が求められます。 
 

 

＜市民サービス提供上の課題＞ 

〇課題３ 狭隘な庁舎空間 

通路や待合が狭く、車椅子利用者などが通りにくくなっています。相談ス
ペース等も十分確保されておらず、窓⼝でのプライバシー保護が必要となっ
ています。また、職員の執務スペースも狭く、書類の保管スペースや会議室
が不足しています。 

これらの庁舎空間の狭隘さに係る課題は、本庁舎の建替え以外に根本的な
解決は困難です。また、バリアフリーの導⼊等は、市⺠ニーズの多様化する以前に設計された本庁舎
は改修等での対応に限界があります。  
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〇課題４ 行政のデジタル化の進展などへの対応 

デジタル化に合わせて制度や組織のあり方を変⾰していく DX（デジタルトランスフォーメーシ
ョン）に、古い設計思想で建築された現本庁舎が対応することが困難な状況となっています。また、
働き方の変化等に対応してレイアウト等を柔軟に変更することにも限界があります。 

行政のデジタル化の進展など本庁舎を取り巻く状況は、今後更に⼤きく変わることが予想されま
す。市⺠や職員のニーズや利用形態の変化に対応した本庁舎としていくためには、建替えによる対
応が必要です。 
 

 

＜新たな課題＞ 

〇課題５ 地球温暖化対策への対応 

地球温暖化対策として二酸化炭素の排出を抑制するためには、再生エネルギーを活用していくと
ともに、できるだけエネルギーの消費量を減らすことが重要になりますが、現在の本庁舎は建物の
構造が古いため、日射遮蔽や断熱などの外皮性能が低く、エネルギー消費量を抑制する機能が不十
分な状況となっています。 

多摩市では 2020（令和２）年６月に多摩市気候非常事態宣言を行い、「2050 年までに二酸化炭素
排出実質ゼロ」の実現を目指しています。多摩市の公共施設の中でも有数の規模である本庁舎につ
いて、省エネルギー及び創エネルギーを図り、二酸化炭素の排出を抑制するためには、建替えによる
対応が適切です。 
 
 

２.２ 建替えの必要性 

以上の５つの課題に適切に対応し、本庁舎としての機能を維持しながら、よりよい市⺠サービス
を提供するとともに、新たな社会の要請にも応えていくためには、本庁舎の建替えが不可欠です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

本庁舎建物 

としての 

課題 

市民サービス

提供上の 

課題 

課題１ 耐震性と防災拠点機能の不足 

課題２ 施設・設備の老朽化 

課題３ 狭隘な庁舎空間 
課題４ 行政のデジタル化の進展などへの対応 

本庁舎としての機能を

維持していくために… 

よりよい市民サービスを

提供していくために… 

建
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え
が
必
要 

 
 

 

新たな 

課題 
課題５ 地球温暖化対策への対応 

新たな社会の課題に 

対応していくために… 


